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本日の内容

１．平成２０年特許法等の一部改正
・仮通常実施権等登録制度の創設
・拒絶査定不服審判請求期間の延長
・特許、商標関係料金の引下げ

２．新特許法制定検討の紹介
・特許制度研究会による検討結果

３．その他（早期審査制度）
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１．平成２０年特許法等の一部改正

１．仮通常実施権等登録制度の創設
・特許権設定登録前に通常実施権等の登録が可能に

２．拒絶査定不服審判請求期間の延長
・拒絶査定後、審判請求するまでの期間が３０日から３月に延長

３．優先権書類の電子的交換の対象国拡大
・優先権書類（書面）の提出が不要となる国が順次拡大

４．特許、商標関係料金の引下げ
・商標登録出願手数料、商標登録料（年金）が約半額に

５．料金納付の口座振替制度導入
・特許印紙による納付でなく、口座振替が可能に
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・特許権成立前のライセンス
について規定なし

（実務的には特許権成立前の
ライセンスは行われていた）

・特許権成立前のライセンスを
登録できない

仮通常実施権等登録制度の創設

・特許出願後、特許権成立前のラ
イセンスとして「仮専用実施権」
及び「仮通常実施権」を創設

・ 「仮専用実施権」及び「仮通常実
施権」の登録制度を創設

＜改正前＞ ＜改正後＞

１．仮通常実施権を登録
→特許を受ける権利が移転等されても新たな権利者に対抗可

２．特許出願が分割
→分割出願についても「仮専用実施権」が設定され、「仮通常実施権」が許諾された
とみなされる

３．特許権が設定登録
→「専用実施権」が設定され、「通常実施権」許諾されたとみなす（新たな手続不要）
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拒絶査定不服審判請求期間の延長

＜改正前＞ ＜改正後＞
拒絶査定 拒絶査定

審判請求

審判請求

明細書等の補正

明細書等の補正

30日以内

30日以内

３月以内

明細書等の補正
は審判請求と同時
にのみ可能

いわゆる「審判請求の理由補充」
は従来どおり（法定期間でない）
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特許料（年金）の引下げ
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改正前 改正後 改正前 改正後

１～３年 2,600+200x 2,300+200x 13,000+1,100x 11,400+1,000x

４～６年 8,100+600x 7,100+500x 20,300+1,600x 17,900+1,400x

７～９年 24,300+1,900x 21,400+1,700x 40,600+3,200x 35,800+2,800x

10年以降 81,200+6,400x 61,600+1,700x 81,200+6,400x 71,600+5,600x

納付年度

平16年4月1日以降に審査請求 平16年4月1日前に審査請求

単位：円（各年ごとの特許料） Ｘ：請求項の数



商標関係料金の引下げ
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改正前 改正後

6,000+15,000×Ｘ 3,400+8,600×Ｘ

一括納付（10年分） 66,000×Ｘ 37,600×X

分割納付（5年分） 44,000×X 21,900×X

一括納付（10年分） 151,000×X 48,500×X

分割納付（5年分） 101,000×X 28,3000×X
更新登録料

登録料

出願料

料金の種類

Ｘ：商品及び役務の区分数

区分数１で更新登録した場合（一括納付）と新出願した場合（一括納付）の比較：
更新登録：151,000円（改正前） → 48,500円（改正後）
新出願： 87,000円（改正前） → 49,600円（改正後）



２．新特許法制定検討の紹介
特許制度研究会*による検討結果

*今後の特許の在り方について、原点に立ち返って包括的な検討を行うための特許庁長官の私的研究会

＜座長＞
野間口 有 （独立行政法人産業技術総合研究所 理事長）

＜委員＞
飯村 敏明 （知的財産高等裁判所 判事）

大歳 卓麻 （日本アイ・ビー・エム株式会社 会長）

大渕 哲也 （東京大学大学院法学政治学研究科 教授）

奥山 尚一 （久遠特許事務所 弁理士）

片山 英二 （阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士）

佐々木 剛史 （トヨタ自動車株式会社 知的財産部長）

白石 忠志 （東京大学大学院法学政治学研究科 教授）

竹中 俊子 （ワシントン大学ロースクール 教授）

田中 昌利 （長島・大野・常松法律事務所 弁護士・弁理士）

山口 洋一郎 （レーダー・フィッシュマン＆グラワー法律

事務所米国弁護士）

山本 敬三 （京都大学大学院法学研究科 教授）

尹 宣熙 （漢陽大学校 法学専門大学院 教授）

渡部 俊也 （東京大学先端科学技術研究センター 教授）

渡辺 裕二 （アステラス製薬株式会社 知的財産部長）

第１回：２００９年１月２６日（月）
「特許制度の見直しの論点」

第２回：２００９年３月２７日（金）
「特許権の効力の見直しについて 」

第３回：２００９年４月２４日（金）
「特許の活用促進について 」

第４回：２００９年５月２９日（金）
「迅速・効率的な紛争解決について 」

第５回：２００９年７月 ６日（月）
「迅速・効率的な紛争解決について（２） 」

第６回：２００９年８月２５日（火）
「産業財産権をめぐる国際動向と迅速・柔
軟かつ適切な権利付与について」

第７回：２００９年１０月２日（金）
「発明・発明者の保護の在り方について 」

第８回２００９年１１月４日（水）

「自由討議 」
第９回２００９年１２月４日（金）

「自由討議 」
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特許制度研究会資料（特許庁）



特許制度研究会 報告書（2009年12月）

“特許制度に関する論点整理について”

特許の活用促進
○Ⅰ．登録対抗制度の見直し

○Ⅱ．新たな独占的ライセンス制度の在り方

Ⅲ．特許出願段階からの早期活用

Ⅳ．実施許諾用意制度（ライセンス・オブ・ライト制度）の導入

多様な主体による利用に適したユー

ザーフレンドリーな制度の実現
○Ⅰ．特許法条約（ＰＬＴ）との整合に向けた方式的要件の緩和

Ⅱ．仮出願制度の導入

○Ⅲ．新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会

指定制度の廃止

Ⅳ．審査着手時期の多段階化

Ⅴ．公衆審査制度の拡充

○Ⅵ．冒認出願に関する救済措置の整備
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特許関係紛争の効率的・適正な解決

に向けた制度整備
Ⅰ．侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

Ⅱ．特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方

Ⅲ．裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える

制度整備

Ⅳ．無効審判ルートの在り方

Ⅴ．無効審判の確定審決の第三者効

Ⅵ．審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

特許保護の適切なバランスの在り方
Ⅰ．特許の保護対象

Ⅱ．職務発明制度

Ⅲ．差止請求権の在り方

Ⅳ．裁定実施権制度の在り方

Ⅴ．特許権の効力の例外範囲（「試験又は研究」の例外範囲）の
在り方

○：法改正を提言



ライセンス制度の整備

（法改正の方向）
１．通常実施権を登録しなくとも第三者に対抗できるようにする

（当然対抗制度）

２．登録を効力発生要件としない独占的ライセンス制度を導入

３．独占的ライセンシーに差止請求権を認める

（背景）
１．実施権の登録制度はあまり利用されていない

２．独占的通常実施権を登録する方法がない

３．欧米では、登録は独占的権利の効力発生要件でない
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多様な主体による利用に適した

ユーザーフレンドリーな制度の実現

Ⅰ．特許法条約（ＰＬＴ）との整合に向けた方式的要件の緩和
・例えば出願にクレームがなくとも出願日を認定する等する

・欧米は特許法条約未加盟だが、特許法条約と整合させている

Ⅲ．新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指
定制度の廃止

・海外での学会発表等によっても新規性喪失例外規定適用可能に

・指定を不要とする制度は大学の強いニーズがある

Ⅵ．冒認出願に関する救済措置の整備
・冒認出願について、真の権利者に移転請求（名義の変更）を認める

・冒認出願は無効理由となるが、移転請求は法上規定されていない
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「引き続き検討」とされた主な項目

＜特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備＞

Ⅱ．特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方

・特許の有効性について侵害訴訟と無効審判で同時に争われている

→ 引き続き検討

＜特許保護の適切なバランスの在り方＞

Ⅲ．差止請求権の在り方

・差止請求権を制限すると特許取得のインセンティブを削ぐおそれ

・米国では、権利侵害の救済は金銭的な損害賠償によるのが原則

Ⅴ．特許権の効力の例外範囲の在り方
・「試験又は研究」の範囲の明確化又は拡大

→研究活動が円滑化

→大学等の研究機関の研究開発インセンティブが減殺
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比較考量



３．その他：早期審査制度

14

審査請求しても審査
開始までは２年以上
かかる

早期審査申立により

３ヶ月程度で最初の
アクションあり

2009年特許庁年次報告書



早期審査申立の要件

・特許出願に係る発明を実施又は実施予定

・特許出願に係る発明外国出願している
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＜大企業＞

先行技術調査を行い、先行技術との対比表作成

いずれか
に該当要

＜中小企業*・大学・個人＞

・以上の要件はいずれも不要
・以下の要件のみ必要（大企業の場合と共通）
１）審査請求済み／早期審査申立と同時に審査請求
２）早期審査に関する事情説明書提出

*中小企業：中小企業基本法に定める中小企業（例：製造業で従業員300人以下等
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特許制度研究会資料より（特許庁）
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